
令和８年第７回定例公安委員会会議録 

開 催 日 時  　令和８年３月４日（木）午前１１時１０分～午後２時５０分

開 催 場 所    警察本部

第１　定例会議 

 

　１　開催時間  　午後１時３０分～午後２時３０分　 

 

　２　出席者 

                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公安委員会　久本委員長　　笠田委員　　杉原委員　 

       

警察本部　　青山警察本部長　　　渡邉警務部長　　　渡邊首席監察官　　　

山枡生活安全部長　　細田刑事部長　　　宮田交通部長　　　　

永島警備部長　　　　山本警察学校長　　永井情報通信部長   　

 松本黒坂警察署長　　生田警務部参事官　　

 

            　　（事務局等～柳原公安委員会補佐室長、総務課員） 

 

 

　３　議題事項 

 

 

 

 

　４　報告事項 

 

　　○被疑者取調べの監督の実施状況（令和７年中）（警務部） 

 　　○鳥取県警察採用戦略２０２６（警務部）

 　　○サイバー対処能力検定等の取組状況（生活安全部）

 　　○自転車利用者の交通違反に対する交通反則通告制度の導入及び取組（交通部）

 　　○各種教養訓練の実施（警備部）

 　　○黒坂警察署の取組状況（黒坂警察署）

 

 

　（１）被疑者取調べの監督の実施状況（令和７年中）（警務部） 

 



　   警察本部 

      昨年は、県下で行われた５，４０２件の被疑者取調べに対し、５，０１６件の

視認を行った。また、警察本部取調べ監督室による巡察を７８回行うなどして、

継続して各署に対する必要な指導・教養に取り組んでいるところである。視認件

数が前年と比べて１，０３０件増加しているが、取調べ件数が前年と比較して増

 加していることが大きな要因となっている。

　　　指導教養の状況について、警察本部取調べ監督室による警察署や警察学校にお

ける巡回教養のほか、各警察署等の取調べ監督官等を対象としたオンラインによ

るリモート教養等を行い、取調べ監督官等を通じて署員等に教養を展開している。 

 　　　令和７年中、監督対象行為の発生はなかった。

　　　令和７年中の調査件数は７件となっており、苦情によるものが３件、捜査部門

からの連絡等によるものが４件で、前年比で２件増加した。被疑者取調べに係る

苦情の申出件数は３件であり、被疑者本人からの苦情申出が２件、弁護人からの

苦情申出が１件で、内容はいずれも、取調べ官等の被疑者に対する言動等に関す

るものとなっている。これらの調査事案については、調査を実施して事実確認を

行うとともに、警察庁と協議を行い、いずれも監督対象行為と認められる行為は

 なかったと判断している。

　　　引き続き、捜査部門と連携の上、実効性のある指導・教養を推進し、監督対象

行為の未然防止を図るとともに、監督対象行為発生時や苦情受理時には適切な措

 置、対応を執っていくよう努めていく。

 

　　委員 

      令和７年中に５，４０２件の取調べを実施された中で、調査件数は少数であり、

被疑者取調べ監督制度に則り、丁寧に業務を行っていただいていると感じた。全

国的には冤罪事件が発生している。被疑者取調べ監督制度を有効に活用し、冤罪

事件の防止、人権侵害の防止をお願いしたい。   

 

　　委員 

　コロナ禍の影響だと思うが、リモートによる教養が浸透していることは良いこ

とだと思う。異動期になるが、しっかりと引継ぎをしていただき、来年も調査件

 数が少ない状態を維持してもらいたい。

 

　　委員 

    　取調べは、捜査の中でもより適正さが求められる重要な業務だと思う。被疑者

取調べ監督制度により、視認や巡察が行われ、取調べ官による監督対象行為の抑

止につながっていると感じた。県民の警察への信頼を保つ上でも大切な部分だと

思うので、今後も人権への十分な配慮をしていただきながら、適正な取調べを行

ってもらいたい。   

 

 



 　（２）鳥取県警察採用戦略２０２６（警務部）

 

　   警察本部 

      平成２９年から、県警察の将来を担う優秀な人材を確保する基本方針として、

採用戦略を毎年策定している。まず、令和７年度の採用情勢について説明する。

警察官の受験者数は、前年比５０パーセント増加したものの、他県警や他機関へ

の併願者等の内定辞退が相次ぎ、令和８年４月の採用者数は、前年と同程度とな

り、危機的な状況に歯止めがかかっていない状態となっている。今後も少子化や

若者の公務員離れにより、さらに厳しい採用情勢が続くことが見込まれており、

引き続き、組織一丸となった採用活動を推進するための基本方針として鳥取県警

 察採用戦略２０２６を策定している。

　　　本戦略の中身として、採用活動の前提となる「本県警察が求める人材」、「志

望者が求める情報」を全職員が認識したうえで、採用活動の三本柱である「採用

広報活動」、「採用募集活動」、「辞退防止活動」を基本とした活動を推進する。

当面の採用関係日程について、既に３月２日から、令和９年４月採用予定の警察

官Ａ・Ｂ１回目及び大学卒業程度の警察行政職員の受験申込の受付が開始されて

いる。今回は、幅広い世代から受け入れられる、親しみのあるポスターを作製し、

多くの方の目につく場所への掲示や集中掲示など、知恵を絞った広報を行い、受

験者が一人でも増えるための活動を指示している。また、採用イベントとして、

大学生の採用広報解禁日である３月１日に合わせ、警察本部でオープンカンパニ

ーを開催した。これまでは、学生の春休みに合わせた３月下旬に実施していたが、

採用広報解禁日に実施することで、報道に取り上げられやすく、かつ、家族で来

庁しやすい日曜日を開催日に選定した。警察施設見学、業務説明、鑑識作業体験、

採用相談などを実施した結果、参加者は多数であり、好調な出だしとなった。そ

の他にも様々な仕事説明会に参加する予定としており、鳥取県警察の魅力を多く

の方に知っていただけるよう、引き続き組織一丸となって採用活動に取り組んで

 いく。

 

　　委員 

　　　採用戦略は、重要な課題である。そんな中、令和７年の受験者数が増えており、

効果的な施策を推進していただいた成果だと思っている。辞退防止活動について、

初任給の引き上げは予算的な部分で難しい面でもあるが、他県警察と比較した上

で検討をお願いしたい。今回、警察の優しさを前面に出した、すばらしいポスタ

ーを作成していただいた。県警察職員全員がリクルーターとなり、鳥取県民の安

全安心を守り続けるためにも、引き続き採用活動を頑張ってもらいたい。   

 

　　委員 

      県民の安全安心を守る警察職員にとって、必要な人員を採用していくことは、

必要不可欠である。様々な施策に挑戦しながら、人材確保に努めていただきたい。 

 



　　委員 

    　警察職員の確保は今後ますます重要になってくると思う。昨日、子どもの頃に

警察官にお世話になったり、子どもの頃パトカーが好きだったため警察官になり

たいというニュースを見て、警察に対する原体験がその後の志望につながってい

くと感じた。現在取り組んでいる、働きやすい環境というハード面や、やりがい

や使命感といったソフト面、この両方が今後大切になってくるのではないかと思

う。選ばれる組織になるためにはどうするべきか、非常によく分析していただい

 ている。その絶え間ない努力を今後も続けていただきたい。

 

 

 　（３）サイバー対処能力検定等の取組状況（生活安全部）

 

　   警察本部 

      はじめに、サイバー対処能力検定の実施結果について報告する。今年度３回目

となる県警察主催の初級検定と中級検定を、１月２０日に警察本部と警察署の合

計４会場で実施した。本検定の合格率は、今年度最高となる３０パーセントとな

った。これは、各所属において継続した受検を推奨したことと、パソコン上で受

講できるｅラーニングなど、繰り返しの取組が実を結んだ結果であると考えてい

る。今回で令和７年度の検定は終了したが、中級検定取得者数は、昨年策定した

サイバー空間の脅威への対処に関する人材育成計画の目標である２４１人を大幅

に達成し、３４２人となっており、県警察全体の対処能力の向上が図られ、一定

の成果を挙げることができた。続いて、中級検定取得者を対象としたｅラーニン

グの実施結果について報告する。日進月歩で進化するサイバー空間においては、

知識のブラッシュアップが重要である。中級検定については、本年度から資格更

新制度を導入しており、取得の翌年度から３年度以内に検定の再合格や、ｅラー

ニングの受講などをしなければ資格を失うという更新要件を設定している。各所

属において受講を推奨した結果、多くの職員がｅラーニングに取り組む結果とな

った。引き続き、検定をはじめとする教養等の実施により、職員のサイバー犯罪

 対処能力の向上に努めていきたいと考えている。

 

　　委員 

　　　大手企業でランサムウェアによる被害が出ており、地方の中小企業でも心配し

ているところである。県警察に対する県民からの期待は大きいものであり、その

中で、県警察全体でスキルアップを図る取組をしっかりと推進されていることに

 有り難く感じている。今後もよろしくお願いする。

  

　　委員 

    　資格の更新制度を設けていただいた。取得した資格を更新することで、その資

格の重みが出てくる。また、ぜひ上級検定に挑戦してもらい、上級検定取得者が

 増えていくことを期待している。



  

　　委員　 

    　サイバー犯罪への対応は年々高度化しており、それに対応する職員の能力向上

は大変重要だと感じている。この様な検定や訓練のみならず、更新まで細かに推

進をしていただくことで、今後、現場の対応力を更に高めていただくことにつな

がると期待している。   

 

 

 　（４）自転車利用者の交通違反に対する交通反則通告制度の導入及び取組（交通部）

 

　   警察本部 

      道路交通法一部改正により、本年４月１日から自転車の交通違反に交通反則通

告制度が導入され、１６歳以上の者を対象に、規定の違反等に対して交通反則切

符による取締りが行われる。導入の背景について、近年交通事故件数の総数が減

少傾向にある中、自転車関連事故は７万件前後と横ばいで推移しており、全交通

事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車と歩行者の事故の発生件数が増加

傾向にある。また、自転車と自動車の事故は減少傾向であるが、年間約５万件発

生しており、自転車関連事故の約８割を占めている。さらに、自転車乗車中の死

亡・重傷事故のうち、約４分の３は自転車側にも法令違反がある。この様に、自

転車を取り巻く交通事故情勢が厳しい中、自転車事故や被害に遭われる方を減ら

すため、自転車の交通違反の指導取締を強化しているところである。自転車の交

通違反の検挙件数は近年増加しており、交通反則切符の導入は、これを簡易・迅

速に処理し、違反者と警察の時間的・手続的な負担を軽減するとともに、違反者

に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及を可能とし、自転車関連

 事故の抑止を図ることを目的として導入するものである。

　　　次に、指導取締の基本的な考え方であるが、警察では、自転車の交通違反を認

知した場合、基本的には現場で指導警告を行う。ただし、その違反が交通事故の

原因となるような、歩行者や他の車両にとって危険性、迷惑性が高い悪質・危険

な違反だった時は検挙を行う。検挙の対象となる悪質・危険な違反には３類型あ

る。まず、ながらスマホや遮断踏切立入りのように、違反自体が悪質・危険なも

のがある。二つ目に、違反により歩行者が立ち止まったり、他の車両が急ブレー

キや進路変更といった回避措置を引き起こした場合など、違反が招いた結果が悪

質・危険なものがある。三つ目に、警察官の指導・警告に従わず違反をした時の

ような、違反の行われ方が悪質・危険なものがある。この様な場合には、交通反

則切符を交付することとなる。本制度導入後に、検挙後の手続が大きく変わるが、

 交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は、これまでと変わりはない。

　　　最後に、県警察の本制度の周知に向けた取組についてであるが、部内向けには

指導取締りの基本的な考え方を浸透させるため、各警察署において教養を実施し、

県下で対応に齟齬が出ないようにしている。部外向けには、本制度の対象が１６

歳以上となっており、運転免許を保有していない高校生年代に、どの様に注意す



るかということに重点を置いて取り組んでいる。その一つとして、県立鳥取湖陵

高校の生徒が編集、作成した啓発動画を県警察ユーチューブに掲載している。ガ

イナーレ鳥取のマスコットキャラクターも出演しており、本年２月末時点では、

約３．６万回再生されている。このほか、県立米子高校の漫画研究部に広報・啓

発ポスター用の４コマ漫画の作成を依頼している。同校漫画研究部は、これまで

漫画甲子園に何度も出場し、最優秀賞に輝いたことのある強豪校で、今年度も漫

画甲子園のタスクバージョン２０２５で最も評価の高い優秀賞に選ばれている。

同校の生徒に制作を依頼中で、４コマ漫画を掲載したポスターが３月末には完成

し、県下の高校や公共施設等に貼ることを予定している。その他、高校教諭に対

する制度説明として、教育委員会主催の県下高校教諭が集う会議において、警察

庁公表の自転車ルールブックに基づき、本制度について説明を行い、同教諭から

生徒への還元指導、さらには教育委員会、県と連携してチラシを作成、配布する

など生徒への周知徹底に努めている。現在、自転車の交通違反に対する取締りは、

自転車関連事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望などを踏まえ、自転

車指導啓発重点地区・路線を選定し、これを県警察のウェブサイトで公表したう

えで、悪質性・危険性の高い違反行為について、指導取締り等を行っているが、

 交通反則通告制度導入後もこれを維持していくものである。

 

　　委員 

      この交通反則通告制度は、検挙することが目的ではなく、交通死亡事故を減ら

すことが目的である。このことについて、丁寧に理解を広めてもらいたい。ヘル

メットの着用は努力義務となっているが、ヘルメットを被ることにより、安全運

転への意識が高まると思う。子どもだけに指導するのではなく、大人が模範を示

し、自転車はヘルメットを被って乗る乗り物であるという意識を広めていっても

らいたい。今回、１６歳以上が対象となるが、高校生になったからということで

はなく、中学生の段階からしっかりと指導していただくことが、子どもの命を守

 ることにつながるので、よろしくお願いする。

 

　　委員 

　　   普段、車を運転していると、自転車の並進が目立つと感じる。中高生はまだま

だ意識が低いので、工夫を凝らした指導を行っていただきたい。米子高校の漫画

研究部が作成された四コマ漫画を見させていただいたが、完成度が高く、多くの

 方の目に触れてもらいたいと思った。引き続き、４月以降も対応をお願いする。

      

　　委員　 

　　　自転車は、子どもから大人まで多くの方が利用する、身近な交通手段である。

特に若い世代の方は、制度の導入だけでなく、自転車も車両であるという意識が

低いのではないかと思う。その部分も含め、交通ルールを理解していただくため

の啓発活動を丁寧に行っていただきたい。漫画の啓発ポスターなど、分かりやす

 いことが理解につながると思うので、こういった方向性でお願いしたい。



 

     

 　（５）各種教養訓練の実施（警備部）

 

　   警察本部 

      一点目は、ドローンの利活用教養についてである。この教養は、警備部門で整

備したドローンを、部門を超えて幅広く警察活動全体に利活用していくことを目

的として実施したものである。警察本部、警察署においてドローンの活用が想定

される職員を対象として企画し、約６０人の職員が参加した。教養実施者は、国

家資格を有する航空隊の操縦士で、ドローンに関する基礎的な知識及び全国警察

における各部門ごとのドローン活用事例を紹介した。本県においても、行方不明

者捜索事案、大山山岳救助研修での捜索活動において活用事例がある。また、参

加者には教養の中で実際にドローンの操縦を経験してもらった。参加者からは、

 全国警察での利活用事例を参考に、担当業務でも活用したいとの意見があった。

　　　二点目は、陸上自衛隊との共同実動訓練についてである。この訓練は、陸上自

衛隊に治安出動が下命される緊急事態を想定した連携と対処要領の高度化を図る

ことを目的として実施したものである。自衛隊の治安出動は、自衛隊法第７８条

において、内閣総理大臣は間接侵略その他緊急事態に際して、一般の警察力をも

っては治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は

一部の出動を命ずることができると規定されている。よって、その法令に基づき、

武装工作員による重要防護施設を攻撃対象としたテロ事案が発生し、陸上自衛隊

に治安出動がなされたとの想定のもと、訓練を実施したものである。訓練項目は、

緊急輸送訓練、共同調整所設置及び運営訓練の後、複数の武装工作員が自動小銃

を乱射した場合など、複数の想定による共同検問訓練を実施した。また、武器の

使用判断に関し、警察官職務執行法第７条における、武器の取出しから人に対す

る射撃までの段階的な判断基準や、自衛隊法第８９条における治安出動時の権限

について、相互に確認を行った。訓練終了後には、意見交換会を行い、共同検問

訓練における相互の配置、動作確認を行うなど、相互の連携を高めることができ

 た訓練であった。

 

　　委員 

      近年、ドローンの性能が向上し、活用範囲が広がっている。今まで想定されて

いなかった活用方法も出てくると思うので、今後もしっかりと教養を行っていた

だきたい。陸上自衛隊との共同訓練の内容について報告いただいたが、起きてほ

しくないが、本当に起こってもおかしくない内容だと感じた。有事に備え、今回

の訓練結果を検証しながら次に進めていただきたい。     

 

　　委員 

　　　ドローンの利活用教養について、部門を超えての参加があったとのことであり、

将来的には多くの部門で、有事の際に有効な活用ができるよう備えていただきた



い。陸上自衛隊との共同実動訓練について、今回はテロ事案となっていたが、あ

らゆる事態を想定しながら、関係機関との連携を強化するための訓練を重ねてい

 ただきたい。

      

　　委員 

      警察の役割は多岐に渡るため、それぞれの分野に応じた知識や対応力を身につ

けていただくことが大切だと感じている。教養訓練の実施にあたり、連携を深め

ること、能力を高めること、改善点を見いだすことが大切で、意義のある取組だ

と思っている。どの様な場面でも滞りない活動ができるよう、今後も訓練を重ね

 てもらいたい。

 

 

 　（６）黒坂警察署の取組状況（黒坂警察署）

 

　   黒坂警察署 

      黒坂警察署長から、管内の概要、各種警察活動、江尾駐在所の新築移転につい

 て説明がなされた。

 

　　委員 

      黒坂警察署のエリアは、県内面積の約２割、人口は県内人口の４パーセント以

下という、市街地とは違った苦労があるのではないかと思いながら聞かせていた

だいた。高齢者の単身世帯も多いと思うが、広いエリアでの安全活動を行うにあ

たり、ケーブルテレビを活用して広報されたりと、各町で地道な活動をしていた

だいている。江尾駐在所について、すばらしい駐在所を新築していただいた。安

全の拠点として、地域の人から親しまれる駐在所に育てていただきたい。引き続

 き、県民の安全安心のため、よろしくお願いする。

 

　　委員 

　　　高齢化率の高い地域であり、ＣＭを活用した飲酒運転根絶広報、ケーブルテレ

ビの活用など、目に付きやすい広報は印象に残りやすく、地元の方とのコミュニ

ケーションを深めるための最適な手段だと思った。駐在所が新築移転され、拠点

が整備された。安全安心な町を守っていくため、引き続き各拠点を中心に、住民

 の方との絆を深めていただきたい。

      

　　委員 

      黒坂警察署管内は特に高齢化率の高い地域で、地域に根ざした取組を続けてお

られるなど意義深く感じた。ひまわりの絆プロジェクトや、ケーブルテレビ広報

など、命の大切さや地域密着型の活動によって、地域に寄り添った活動の形を今

 後も続けていただきたい。

 



 

第２　その他の公安委員会活動    

      

　１　意見の聴取 

      運転免許課から、道路交通法に基づく意見の聴取１件について、事案概要、処

　　分理由、当事者の陳述要旨、基本量定等を詳細に聴取し量定を決定した。 

 

 

　２　聴聞        

      運転免許課から、道路交通法に基づく聴聞２件について、事案概要、処分理由、

 当事者の陳述要旨、基本量定等を詳細に聴取し量定を決定した。

 

 

  ３　事前説明       

     ・鳥取県警察採用戦略２０２６

 　　・自転車利用者の交通違反に対する交通反則通告制度の導入及び取組

 　　・被疑者取調べの監督の実施状況（令和７年中）

 

 

　４　報告事項　   

 　　・監察報告

 　　・電話リレーサービスの利用状況について

 

　 

　５　決裁 

　　　公安委員会宛て苦情の受理について 

 

 

　６　公安委員会委員間の事前検討・協議等   

 

 

  ７　公安委員会補佐室からの事務連絡等 

　　　公安委員会補佐室から当面の行事予定等について確認と説明があり、了承した。 

 


